
地域脱炭素推進交付金

2024年９月
環境省 大臣官房 地域脱炭素事業推進課
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地域脱炭素について
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地域脱炭素の意義

脱炭素を通じて、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献
① 一人一人が主体となって、今ある技術で取り組める
② 再エネなどの地域資源を最大限に活用することで実現できる
③ 地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できる

快適・利便
断熱・気密向上

公共交通

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

経済・雇用
再エネ・自然資源

地産地消

循環経済
生産性向上
資源活用
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2020 2030 20502025

5年間の集中期間に
政策総動員

脱
炭
素
で
強
靭
な
活
力
あ
る

地
域
社
会
を
全
国
で
実
現

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域
②重点対策を全国津々浦々で実施
＜重点対策＞
・自家消費型の太陽光発電
・地域共生・地域裨益型再エネの立地
・公共施設等のZEB化
・住宅・建築物の省エネ性能等の向上

全
国
で
多
く
の

脱
炭
素
ド
ミ
ノ

2050年を
待たずに

地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像

今後の5年間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極支援
①2030年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」をつくる
②全国で、重点対策を実行（自家消費型太陽光、省エネ住宅、電動車など）

加えて、継続的・包括的支援、ライフスタイルイノベーション、制度改革を実施
モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成（脱炭素ドミノ）

・ゼロカーボンドライブ
・循環経済への移行
・脱炭素型まちづくり
・持続的な食料・農林水産業
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公共施設の脱炭素化
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目標達成に向けた取組 ー方向性、具体的な内容ー

■ 事務事業編に関する取組は、政府実行計画に準じて取り組むことが求められている。
■ 政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画（温対法第20条）

令和3年10月の改定で目標を2030年度までに50％削減（2013年度比）に見直し、再生可能エネルギーの最
大限の活用をはじめとした取組を記載している。

■ 政府実行計画には、上下水道や廃棄物処理等が含まれていないため、自団体の実状にあった取組を適宜
追加。

合同庁舎５号館内のPETボトル回収機

※ ZEB Oriented：30～40％以上の省エネ等を図った建築物、ZEB Ready：50％以上の省エネを図った建築物

※電動車：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車

太陽光発電
設置可能な政府保有の建築物（敷地含
む）の約50％以上に太陽光発電設備
を設置することを目指す。

新築建築物
今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented相当以上とし、
2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となること
を目指す。

公用車
代替可能な電動車がない場合等を除き、新
規導入・更新については2022年度以降全て
電動車とし、ストック（使用する公用車全体）で
も2030年度までに全て電動車とする。

ＬＥＤ照明
既存設備を含めた政府全体のＬ
ＥＤ照明の導入割合を2030年
度までに100％とする。

再エネ電力調達
2030年までに各府省庁で調達す
る電力の60％以上を再生可
能エネルギー電力とする。

廃棄物の３Ｒ＋Renewable
プラスチックごみをはじめ庁舎等から排出される廃棄物の3Ｒ+Renewableを徹底し、
サーキュラーエコノミーへの移行を総合的に推進する。

政府実行計画（令和３年10月22日閣議決定）に盛り込まれた主な取組内容



公共部門における再エネ導入（太陽光発電6.0GW 導入目標）

政府実行計画（2021年10月22日閣議決定） （概要）
政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画（温対法第20条）

目標を2030年度までに50％削減（2013年度比）と設定。その達成に向け、再エネ導入については、
設置可能な政府保有の建築物（敷地含む）の約50％以上に太陽光発電設備を設置することを
目指すこととしている。
また、新築建築物のZEB化、電動車・LED照明の導入徹底、積極的な再エネ電力調達等について率先実行。

※毎年度、中央環境審議会において意見を聴きつつ、フォローアップを行い、着実なPDCAを実施。

〈太陽光発電の目標実現に向けて〉
公共部門（政府・地方公共団体）での太陽光発電6.0GWの導入（2030年度）達成に向け、環境省が事務局となり全府省
庁を構成員とする「公共部門等の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」を開催。（第１回：2023年9月、第2回：2024
年３月）
政府全体（防衛省を除く）の導入ポテンシャルから、6.0GWに対応する政府の導入目標を57MW（0.06GW）と設定。導入
目標の達成に向けて各府省庁において太陽光発電整備計画を策定。
地方公共団体の保有施設については、各行政分野の施設を所管する関係省庁において、施設種別（行政施設、小中学校施
設、医療施設、廃棄物処理施設等）の導入目標を設定。（施設種別全体での導入目標は4.82GW）
上記のほか、以下の追加的な取組を実施する。
①政府施設に関し、耐震工事を行うことで設置可能となる場合等を追加。
②独立行政法人・国立大学法人におけるポテンシャル調査、目標設定を促し、公共部門に算入。
ペロブスカイト太陽電池について、公共施設での導入目標の先行検討や率先導入に向け、2024年の調査においてまずは政府施
設でのポテンシャルの調査を実施予定。

※地方公共団体は、地球温暖化対策推進法に基づき地方公共団体実行計画（事務事業編）を策定することとされており、地球温暖化対策
計画において政府実行計画に準じて取組を行うことが求められている。
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地方公共団体保有施設における太陽光発電の施設種別の導入目標

※1 地方公共団体施設における「導入目標」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査により把握した太陽光発電設備の導入ポテンシャルをベースに算出したもの（下水道施設を除く）。
本導入目標を参考に、地方公共団体自身が政府実行計画に準じた目標（自団体の設置可能な施設の約50％以上に太陽光発電設備を設置する等）を設定し、自ら取り組むことを想定しているが、関係省庁で連携しながら支援や助言、情報提供等を実施する。

※2 下水道施設における「導入目標」は、第17回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 会議資料1-1 「水循環政策における再生可能エネルギー導入促進に向けた数値目標」で公表されている数値を基に算出したもの。
※3「その他施設」には、総計値だけ回答した団体の数値を含む（総計値と施設分類別合計値の乖離分を算出し、その値を「その他施設」へ計上）。
※4 施設種別合計値は、小数点以下の数字を四捨五入している関係で、施設種別ごとの数値を足し上げた場合の数値と一致しない場合がある。

2024年３月開催の「公共部門等の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」（第2回）で決定。
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脱炭素先行地域
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地域脱炭素ロードマップに基づき、2025年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を選定
し、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行
農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮ら
しの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す。

スケジュール

脱炭素先行地域とは

民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消
費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利
用等も含めてその他の温室効果ガス排出削減も地域特
性に応じて実施する地域。

脱炭素先行地域とは

民生部門の
電力需要量

再エネ等の
電力供給量

省エネによる
電力削減量＋＝

※今後の選定状況次第で、2025年度を待たずに募集を終了する可能性があります。

第5回選定第４回選定第３回選定第２回選定第1回選定

＜2024年＞
６月17日～
６月28日

＜2023年＞
８月18日～
８月28日

＜2023年＞
２月７日～
２月17日

＜2022年＞
７月26日～
８月26日

＜2022年＞
１月25日～
２月21日

募集期間

秋頃11月７日４月28日11月1日４月26日結果公表

-12（提案数54）16（提案数58）19（提案数50）26（提案数79）選定数

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域
②重点対策を全国津々浦々で実施
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快適・利便
断熱・気密向上
公共交通

循環経済
生産性向上
資源活用

地域課題を解決し、地域の魅
力と質を向上させる地方創生
へ

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2030年度までに実行
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脱炭素先行地域の選定自治体（第１回～第４回）

脱炭素と地域課題解決の同時実現のモデルとなる脱炭素先行地域を2025年度までに
少なくとも100か所選定し、2030年度までに実現する計画。
第１回から第４回までで、全国36道府県94市町村の73提案を選定し、取組を実施。

年度別選定提案数 （共同で選定された市町村は1提案としてカウント、括弧内は応募提案数）
東北ブロック(9提案、2県9市町村)
青森県 佐井村
岩手県 宮古市、久慈市、紫波町
宮城県 仙台市、東松島市
秋田県 秋田県･秋田市、大潟村
福島県 会津若松市･福島県

関東ブロック(15提案、1県16市町村)
茨城県 つくば市
栃木県 宇都宮市･芳賀町、日光市、

那須塩原市
群馬県 上野村
埼玉県 さいたま市
千葉県 千葉市、匝瑳市
神奈川県 横浜市、川崎市、小田原市
新潟県 佐渡市･新潟県、関川村
山梨県 甲斐市
静岡県 静岡市

中部ブロック(10提案、1県10市村)
富山県 高岡市
福井県 敦賀市
長野県 松本市、上田市、飯田市、

小諸市、生坂村
岐阜県 高山市
愛知県 名古屋市、岡崎市･愛知県

中国ブロック(8提案、9市町村)
鳥取県 鳥取市、米子市・境港市
島根県 松江市、邑南町
岡山県 瀬戸内市、真庭市、

西粟倉村
山口県 山口市

四国ブロック(4提案、5市町村)
高知県 須崎市･日高村、

北川村、梼原町、
黒潮町

九州・沖縄ブロック(11提案、1県29市町村)
福岡県 北九州市他17市町、うきは市
長崎県 長崎市
熊本県 熊本県・益城町、球磨村、あさぎり町
宮崎県 延岡市
鹿児島県 日置市、知名町・和泊町
沖縄県 宮古島市、与那原町

北海道ブロック(6提案、6市町)
札幌市、苫小牧市、石狩市、奥尻町、上士幌町、鹿追町

近畿ブロック(10提案、1県10市町)
滋賀県 湖南市･滋賀県、米原市･滋賀県
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市
兵庫県 姫路市、尼崎市、加西市、淡路市
奈良県 生駒市

R5R4
第4回第3回第2回第1回

12
(54)

16
(58)

19
(50)

26
(79)
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地域特性に応じた取組事例（脱炭素先行地域）①

下水道の脱炭素化による住民負担の軽減
（秋田県・秋田市）

＜対象エリア＞
秋田市向浜地域の公共施設群
＜取組内容＞

秋田県臨海処理センターの敷地内に消化ガス発電や風
力発電、太陽光発電を導入し、自営線により電力を供
給
県内施設の中でもエネルギーコストが大きい施設へ再エネ
を活用することにより、下水道使用料に係る住民負担を
軽減

秋田県臨海処理センター

畜産ふん尿を活用した脱炭素化
（北海道上士幌町）

＜対象エリア＞
庁内全域
＜取組内容＞

畜産ふん尿の処理過程で発生するメタンガスを利用し
たバイオガス発電等の電力を地域新電力を通じて町全
域の家庭・業務ビル等に供給し脱炭素化
役場庁舎中心に大規模停電などの非常時においても
防災拠点として電力を確保

バイオガスプラント
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地域特性に応じた取組事例（脱炭素先行地域）②

水田営農型ソーラーシェアリング×地域間連携
(千葉県匝瑳市)

＜対象エリア＞
豊和・春海地区、飯倉地区、中央地区
＜取組内容＞

営農型SSによる売電収入、バイオ炭販売やそのカーボンクレジッ
ト収益等、新たな収入源を確保する新しい農業経営モデルを構
築し、高収益化、新規就農者確保、関係人口増加を推進。
市民エネルギーちばが中心となって運営するソーラーシェアリン
グ・アカデミーを通じ、水田営農型SSのノウハウ等を市内外に
共有。地域間連携により、SS用の細型パネルの共同調達による
コスト低減等を図るとともに、営農型SSの普及拡大や人材育成
を推進。

大消費地の脱炭素化
（神奈川県横浜市）

＜対象エリア＞
都心臨海部に位置するMM21地区における民間及び公共の
オフィス・商業等の施設群
＜取組内容＞

エネルギー需要量の高いみなとみらい21地区の商業施設を、
市営住宅等を活用した太陽光発電導入、東北13市町村
等からの再エネ電気調達、大規模デマンドレスポンス（需
要調整）により脱炭素化し、都市間の競争力を向上

みなとみらい21含む市内沿岸部 ソーラーシェアリング(豊和・春海地区)



14

地域特性に応じた取組事例（脱炭素先行地域）③

中心市街地の脱炭素化、アルミ産業と連携した
使用済PVパネル資源循環

（富山県高岡市)
＜対象エリア＞
高岡市定塚地区の一部
＜取組内容＞

基幹産業であるアルミ産業を巻き込み、先行地域内外で発生
する使用済太陽光パネルをマテリアルリサイクルし、サーキュラー
エコノミーモデルを構築。
中心市街地の飲食店・民間施設等にオンサイトPPAにより太陽
光・蓄電池を導入するとともに、大型商業施設・宿泊施設の省
エネ改修・ZEB化を推進。

高岡市中心市街地

福岡金属工業団地

地域協働型の小水力発電所の推進
(岐阜県高山市)

＜対象エリア＞
小水力発電立地町内会、市街地
＜取組内容＞

地域住民に予め維持管理や共同出資などの地域参画や地域
貢献手法を提示して合意形成を図り、地域協働型小水力発
電を整備する「飛騨高山モデル」を更に推進。
事業で得られた収益の一部を「まちづくり協議会」の取組の原資
とすることにより、地域サービスとして還元。

飛騨高山モデル

小水力発電施設
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地域特性に応じた取組事例（脱炭素先行地域）④

森とくらしの資源循環による脱炭素化
(岡山県西粟倉村)

＜対象エリア＞
(1)公共施設群、観光施設群、木材加工・バイオマス施設群
(2)しごと・くらし応援住宅エリア、村営住宅エリア
＜取組内容＞

村全域の公共施設等に屋根置き太陽光・蓄電池を設置し、
既存再エネ設備を活用しながら、設立予定の地域新電力を
通じてエネルギーマネジメントを行いながら脱炭素化
活用の難しい廃棄物（樹皮バーク）を活用したバークボイ
ラーを導入し、循環社会を実現

県主導のRE100産業団地の創出
(熊本県)

＜対象エリア＞
阿蘇くまもと空港を中心とする約8.7km2のエリア
＜取組内容＞

RE100を標榜する世界的半導体メーカーTSMCの進出に
合わせ、阿蘇くまもと空港と隣接する産業集積拠点を中心に、
オンサイトPPAによる太陽光・蓄電池、ダム湖での水上太陽
光発電、木質バイオマス発電等を導入し、脱炭素化。
再エネ供給により、脱炭素を推進する企業誘致を加速すると
ともに、民生・産業部門へ取次契約により再エネ電気を供給
する地域エネルギー会社を新設し、全県展開も目指す。

上：阿蘇くまもと空港周辺エリア
右：2023年3月に供用開始した
      阿蘇くまもと空港の新旅客ターミナルビル持続可能な農業の展開
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重点対策加速化事業
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令和6年度開始令和5年度開始令和4年度開始
39自治体

（５府県、26市、8町）
※内示済自治体数のみを計上しており、

今後、増加予定

77自治体
（18県、47市、12町）

32自治体
（11県、15市、６町）

東北ブロック(4県、12市町)
岩手県 岩手県、宮古市、一関市、矢巾町
宮城県 宮城県、仙台市、東松島市
秋田県 鹿角市
山形県 山形県、山形市、長井市
福島県 福島県、喜多方市、南相馬市、広野町、

浪江町

関東ブロック(6県24市町)
栃木県 栃木県、那須塩原市
群馬県 群馬県
埼玉県 埼玉県、さいたま市、秩父市、所沢市、春日部市

入間市、新座市、白岡市
東京都 多摩市
神奈川県 横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市、小田原市、

厚木市、大和市、開成町
新潟県 新潟県、新潟市、長岡市、燕市、妙高市
山梨県 山梨県
静岡県 静岡県、浜松市、沼津市、富士市

中部ブロック(6県、24市町)
富山県 富山県、富山市、魚津市、氷見市、小矢部市、立山町
石川県 金沢市、加賀市、津幡町
福井県 福井県、越前市
長野県 長野県、伊那市、佐久市、東御市、安曇野市

箕輪町、高森町、木曽町、小布施町
岐阜県 岐阜県、美濃加茂市、山県市
愛知県 愛知県、岡崎市、半田市、豊田市
三重県 三重県、いなべ市、志摩市

中国ブロック(4県、10市町)
鳥取県 鳥取県、南部町
島根県 島根県、出雲市

美郷町
岡山県 岡山県、新見市、瀬戸内市
広島県 呉市、福山市、東広島市、

廿日市市、北広島町
山口県 山口県

四国ブロック(4県6市町)
徳島県 徳島県、北島町
香川県 香川県
愛媛県 愛媛県、松山市、新居浜市、鬼北町
高知県 高知県、高知市、土佐町

九州ブロック(6県、15市町)
福岡県 福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、

宗像市、糸島市、大木町
佐賀県 鹿島市
長崎県 長崎県、松浦市
熊本県 熊本県、熊本市、荒尾市
大分県 大分県、中津市
宮崎県 宮崎県、串間市、三股町
鹿児島県 鹿児島県、鹿屋市、南九州市

北海道ブロック(10市町)
北海道 札幌市、苫小牧市、登別市、当別町、

ニセコ町、喜茂別町、滝上町、士幌町、
鹿追町、白糠町

近畿ブロック(４府県13市町)
滋賀県 滋賀県
京都府 京都府、京都市、向日市、京丹後市、

南丹市
大阪府 枚方市、八尾市、河内長野市、

和泉市
兵庫県 芦屋市、宝塚市
奈良県 奈良県、奈良市
和歌山県 和歌山県、和歌山市、那智勝浦町

重点対策加速化事業の計画策定状況
重点対策加速化事業として、148（※）自治体を選定（34府県、88市、26町）

（※）令和６年度開始自治体については、内示済自治体数のみを計上しており、今後、増加予定
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地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）は、全国津々浦々で重点的に導入促進を図るべき屋根
置きなど自家消費型の太陽光発電やゼロカーボンドライブなどの取組を、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施
する場合に支援を行うものであり、2030年度排出削減目標達成等のために全国的な再エネ導入等の底上げを図るもの
再エネ発電設備の一定以上の導入が必要（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW以上、その他の市町
村：0.5MW以上）

重点対策①
屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

重点対策④
住宅・建築物の省エネ性能等の向上

重点対策②
地域共生・地域裨益型再エネの立地

重点対策⑤
ゼロカーボン・ドライブ

重点対策③
業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導

短期間に整備することができるPPAを活用し、公共
施設への太陽光発電設備・蓄電に導入によるレジリ
エンス強化を早期に達成する。

中小水力発電設備４件（60kW）の導
入を支援し、民間事業者による導入を促進。

県独自の高性能住宅「や
まがた健康住宅」600戸
の導入を支援。省エネ設
備だけではなく、太陽光や
蓄電池の同時導入を支援。

個人への車載型蓄電池75
台導入を支援（町の協調
補助あり）。災害協定を交
わし、大規模災害の際に非
常用電源として活用。

民間事業者による新築・既築ZEB（20件）
の実現を支援。太陽光や蓄電池の同時導入
を支援。

【神奈川県厚木市の事例】 【富山県の事例】 【愛知県の事例】

【山形県の事例】 【島根県美郷町の事例】

電気自動車からの外部給電やまがた健康住宅 資料）飯豊町

重点対策加速化事業の概要

屋根置き太陽光発電設備 中小水力発電設備 ZEBのイメージ
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重点対策加速化事業の事例➀

長野県は、きのこ生産量が国内トップであるが、生産に伴って発
生する廃培地の処理に苦慮している。安曇野市は、廃培地を乾
燥・固形化することでバイオマスボイラ向けの燃料として、地産
地消する計画
乾燥廃培地には畜産農家の飼料や、農家や家庭菜園のたい肥
としての用途もある。バイオマスボイラの燃料として乾燥チップを併
用することで、乾燥廃培地のこれらのニーズへの対応も可能となる。
廃培地の使用メニューが増え、長野県に限らず全国的な課題で
ある廃培地利用の先進事例となることを目指す
その他の取組として、公共施設にPPA事業による太陽光発電設
備を導入するほか、民間会社への自家消費型太陽光発電設備
の導入を計画

安曇野市における地域資源活用による
脱炭素化推進事業

（R４年度採択：長野県安曇野市）

バイオマス利用スキーム

市域の中で水循環が完結する特徴的な地形を有していることか
ら、「水」が重要な地域資源となっている
市、地元電力会社、コンサル会社、金融機関および土地改良
区等と連携したオフサイト型PPAで、急峻な地形を活かした小
水力発電の整備・運営を検討しており、地域裨益モデルの好事
例となることを目指す。市内には小水力発電設備メーカーも存在
していることから、横展開による経済効果も期待することができる
その他の取組として、公共施設や民間事業者、個人住宅への太
陽光発電設備の導入や個人住宅向け高効率給湯器等の導入
を計画

魚津市「水でゼロカーボン」重点対策加速化事業
（R4年度採択：富山県魚津市）

小水力発電設備設置箇所イメージ
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事業者向け補助について、温暖化対策に関する独
自目標を設定・宣言している「しまねストップ温暖化
宣言事業者」を対象とすることで、当該事業者を対
象とした省エネ診断等のソフト事業と連動して県内
事業者の脱炭素化を進める。
個人向け補助として、森林県の強みを活かし、県産
木材「しまねの木」を活用したZEH、ZEH＋への補
助により、家庭部門の脱炭素化、循環型林業を推
進する。その際、県産木材の供給から設計・施工ま
でをグループ化して取り組む団体（中小工務店が
中心）が建築した住宅を対象とすることで、中小工
務店を育成。

しまね脱炭素加速化事業
（R６年度採択：島根県）

重点対策加速化事業の事例②

熊本市が中心となって熊本連携中枢都市圏の市
町村（7市10町2村）の支援を行うとともに、公共
施設の太陽光発電設備や蓄電池の導入を行い、ノ
ウハウの水平展開を図る。
既に熊本市の市有施設へ電力供給を行っているス
マートエナジー熊本(株)等民間事業者と連携し、
公共施設のエネルギーの最適化と災害に強い自立
分散型エネルギーシステムの構築を図る。

熊本連携中枢都市圏の市町村有施設における
電力の脱炭素化と災害に強い地域づくり

（R６年度採択：熊本県熊本市）
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重点対策加速化事業の事例③

多雪地域対応の融雪型や垂直型等の太陽光発電
設備に対する補助を行う。その際、施工ノウハウや検
証結果の積み上げと分析を行い、多雪地域自治体
の参画もよびかけることで、他の自治体への普及と
施工業者の育成を同時に図る。
利用停止となった小学校のプール等を利用し、太
陽光発電設備を設置する。プールの解体の必要が
なく、設備を現状のまま利用できるため、施工スケ
ジュールの短縮効果が見込めるほか、設置する小学
校は災害時における避難所でもあることから、有事の
際の電源供給も可能となる。

多雪地域で取組む脱炭素と快適な生活の実現
（R６年度採択：福井県越前市）

太陽光発電設備設置予定小学校
プール

融雪機能付き太陽光発電設備

民間提案制度を活用し、地域中核企業を中心とし
た「三股町脱炭素きゅうなん隊」が、公共施設への
再エネ等設備導入を行うことで、脱炭素と地域内経
済循環向上を図る。
その際、公共施設が町中心部に集約されている特
徴を活かし、自営線による電力融通を行い、レジリ
エンスの向上にも資するものとする。
加えて、家庭向け太陽光発電設備の補助について
は、地元事業者育成の観点から、町内事業者を活
用した場合のインセンティブ付与（補助の上乗
せ）を行う。

地元企業の専門家集団と連携した
三股町カーボンニュートラル実現計画
（R６年度採択：宮崎県三股町）

自営線による
電力融通

蓄電池

公共施設

・専門知識を生かした
事業構築
・高い実現性

EQ EV

PV
町民・事業所向け補助

行政の率先行動 → 町域への波及

PV導入

民間提案制度活用による民間事業者等と行政との強力な連携体制
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地域脱炭素を支える支援措置



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 
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地域脱炭素推進交付金
（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等）

事業イメージ

（１）（２）交付金、（３）委託費

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

①脱炭素先行地域づくり事業への支援

②重点対策加速化事業への支援

（２）特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】

民間裨益型自営線マイクログリッド等事業への支援

（３）地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業
脱炭素先行地域・重点対策加速化事業を支援する地域脱炭素推進交付金について

データ等に基づき評価・検証し、事業の改善に必要な措置を講ずるとともに、適正
かつ効率的な執行監理を実施する。

「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月９日第３回国・地方脱炭素実現会議決定）、地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）
及び脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（「ＧＸ推進戦略」、令和５年７月28日閣議決定）等に基づき、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り
組む地方公共団体等に対して、地域の脱炭素への移行を推進するために本交付金を交付し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援する。こ
れにより、地球温暖化対策推進法と一体となって、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な
取組を実施するとともに、脱炭素の基盤となる「重点対策」を全国で実施し、国・地方連携の下、地域での脱炭素化の取組を推進する。

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。

【令和７年度要求額 76,221百万円（ 42,520百万円）】

（１）（２）地方公共団体等、（３）民間事業者・団体等

令和４年度～令和１２年度

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233

■交付対象・委託先

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域※

②重点対策を全国津々浦々で実施

৸
ব
द
੗
ऎ
भ
൓
ຍ
ಞ
ॻ
঑
ঀ

൓
ຍ
ಞ
৉
ୠ
঺
ভ

॑
৸
ব
द
ৰ
ਠ

2030年度までに
実行

快適・利便
断熱・気密向上、公共交通

循環経済
生産性向上、資源活用

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2050年を
待たずに

地域課題を解決し、
地域の魅力と質を

向上させる地方創生へ

＜参考：（１）（２）交付スキーム＞

民間事業者等国 地方公共団体

国 地方公共団体

(b)民間事業者等も事業
を実施する場合

(a)地方公共団体が事業
を実施する場合

※地域特性・地域課題等で類型化
先進性・モデル性等を評価し、評価委員会で選定
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地域脱炭素推進交付金 事業内容

※①（太陽光発電設備除く）及び②について、財政力指数が全国平均（0.51）以下
の自治体は3/4。②③の一部は定額

（２）特定地域脱炭素移行
加速化交付金【GX】

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
重点対策加速化事業脱炭素先行地域づくり事業事業区分

○脱炭素先行地域に選定されていること○再エネ発電設備を一定以上導入すること
（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW

以上、その他の市町村：0.5MW以上）

○脱炭素先行地域に選定されていること
（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成

等）
交付要件

民間裨益型自営線マイクログリッド等事
業

官民連携により民間事業者が裨益す
る自営線マイクログリッドを構築する地域
等において、温室効果ガス排出削減効
果の高い再エネ・省エネ・蓄エネ設備等
の導入を支援する。

①～⑤のうち２つ以上を実施 （①又は②は必須）
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 ※
（例：住宅の屋根等に自家消費型太陽光発電設

備を設置する事業）
※公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る

②地域共生・地域裨益型再エネの立地
（例：未利用地、ため池、廃棄物最終処分場等を

活用し、再エネ設備を設置する事業）
③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の

ZEB化誘導
（例：新築・改修予定の業務ビル等において省エネ

設備を大規模に導入する事業）
④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
（例：ZEH、ZEH＋、既築住宅改修補助事業）
⑤ゼロカーボン・ドライブ ※
（例：地域住民のEV購入支援事業、EV公用車を

活用したカーシェアリング事業）
※ 再エネとセットでEV等を導入する場合に限る

１）CO2排出削減に向けた設備導入事業 （①は必須）
①再エネ設備整備（自家消費型、地域共生・地域裨益型）
地域の再エネポテンシャルを最大限活かした再エネ設備の導入
・再エネ発電設備：太陽光、風力、中小水力、バイオマス 等（公

共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る）
・再エネ熱利用設備/未利用熱利用設備：地中熱､温泉熱 等

②基盤インフラ整備
地域再エネ導入･利用最大化のための基盤インフラ設備の導入
・自営線、熱導管
・蓄電池、充放電設備
・再エネ由来水素関連設備
・エネマネシステム 等

③省CO2等設備整備
地域再エネ導入･利用最大化のための省CO2等設備の導入
・ZEB・ZEH、断熱改修
・ゼロカーボンドライブ（電動車、充放電設備等）
・その他省CO2設備（高効率換気・空調、コジェネ等）

２）効果促進事業
１）「CO2排出削減に向けた設備導入事業」と一体となって設

備導入の効果を一層高めるソフト事業 等

対象事業

原則２／３２／３～１／３、定額原則２／３交付率

おおむね５年程度事業期間

○複数年度にわたる交付金事業計画の策定・提出が必要（計画に位置づけた事業は年度間調整及び事業間調整が可能）
○交付金事業について、３年度目に中間評価を実施
○各種設備整備・導入に係る調査・設計等や設備設置に伴う付帯設備等は対象に含む
○経済成長に資する地域の脱炭素への移行を加速化するための経費については、予算編成過程において検討する

備考

家畜排せつ物の
エネルギー利用

住宅建築物の
ZEB／ZEH ゼロカーボン・ドライブ再エネ水素利用

省エネ設備の
最大限採用

エネルギーマネジメント
システム導入

木質バイオマス
のエネルギー利用

屋根置き自家消費型
太陽光発電 蓄電池の導入

自営線
マイクログリッド
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地域脱炭素推進交付金の特長

目標を掲げ、意欲的に取組む地方自治体に向けて、複数年度にわたり柔軟な事業実施
が可能な総合的な交付金
多様な事業メニューを設定し、地方自治体の創意工夫を踏まえた取組が可能

① 単年度ごと

② 個々の設備にのみ使
用可能

③ 補助金が余れば返還
（流用できない）

④ 事務手続きが煩雑

① 複数年度にわたる事業計画全体をパッケージで計画策定

② 再エネだけでなく、再エネ活用を最大化するための基盤インフラや
省エネ設備も補助対象とし総合的に支援。脱炭素先行地域づくり事
業では、効果を高めるために実施するソフト事業（効果促進事業）
も交付対象

③ 事業計画内であれば、年度内の事業の進捗に応じて、他事業に交付
金を流用（事業間調整）し、また、年度間でも交付率の調整（年度
間調整）が可能

④ 国に提出を求める書類については必要最小限とし、交付決定前着手
を可能とするなど地方公共団体の裁量に基づいた執行を重視。実地
検査等により適正な執行を担保

従来の補助金 地域脱炭素推進交付金
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各府省庁の支援ツール・枠組み

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、持続可能なエネルギー導入・環境
負荷低減活動のための基盤強化対策
（バイオマス地産地消）

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、SDGs対応型施設園芸確立

• サステナブル建築物等先導事業（省
CO2先導型）

• 既存建築物省エネ化推進事業
• 都市再生整備計画事業
• 都市・地域交通戦略推進事業
• 先導的グリーンインフラモデル形成支援

• エコスクール・プラス
• 国立大学・高専等施設整備
• 公立学校施設の整備
• 大学の力を結集した、地域の脱炭素化

加速のための基盤研究開発
• カーボンニュートラル達成に貢献する大学

等コアリション

• デジタル田園都市国家構想交付金
（地方創生推進タイプ）

• デジタル田園都市国家構想交付金（デ
ジタル実装タイプTYPE1/2/3等）

• デジタル田園都市国家構想交付金（デ
ジタル実装タイプ 地方創生テレワーク
型）

• 再生可能エネルギー導入拡大に向けた
分散型エネルギーリソース導入支援等事
業水力発電の導入加速化事業

• 需要家主導型太陽光発電・再生可能エ
ネルギー電源併設型蓄電池導入支援事
業費補助金

• 水力発電の導入加速化事業

地域脱炭素の取組に対する関係省庁の主な支援ツール・枠組み
令和４年２月に、地方自治体やステークホルダの皆様が脱炭素先行地域の実現に向けた検討を行うため、「地域脱炭素の取組に対する関係
府省庁の主な支援ツール・枠組み」を公表（令和6年５月更新）。
脱炭素先行地域は、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年12月23日閣議決定）において地方が目指すべきモデルである「地域ビジョ
ン」の一つとして位置づけられており、同戦略において本支援ツール・枠組みについて更なる拡
充を図り、施策間連携の取組を推進していくこととされている。
目次において支援種別・支援対象を整理し、目的に応じて見つけることが可能
環境省をはじめ1府6省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）
の財政支援等の支援ツール・枠組みがのべ164事業掲載（令和５年度補正及び令和６年度当初
予算。地域脱炭素化事業への活用が考えられる地方財政措置を含む。）

脱炭素先行地域に選定された場合に優遇措置等を受けることができる事業が32事業

• 地域脱炭素推進交付金

• 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現
する公共施設への自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進事業

• 商用車の電動化促進事業

環境省（44事業） 内閣府（10事業）

文部科学省（５事業） 農林水産省（27事業）

他41事業 他7事業

他14事業他25事業 他40事業
※下線は優遇措置（脱炭素先行地域に選定された場合に適用される措置）がある事業

• 脱炭素化推進事業債

• 公営企業債（脱炭素化推進事業）

• 過疎対策事業債（特別枠）

• 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業
債

• ローカル10,000プロジェクト

• 分散型エネルギーインフラプロジェクト

• ふるさと融資制度

• 人材面からの地域脱炭素支援

総務省（９事業）

経済産業省（17事業） 国土交通省（45事業）

地方財政措置（７事業）

他5事業




